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一　

序　

論

　

本
稿
は
、
法
改
革
が
政
治
・
経
済
の
発
展
に
与
え
る
影
響
を
探
求
す
る
開
発
法
学
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
民
法

典
の
制
定
と
政
治
・
経
済
発
展
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

新
制
度
派
経
済
学
（N

ew
 Institutional Econom

ics

）
に
よ
れ
ば
、
制
度
の
変
化
は
、
非
形
式
的
な
制
度
（
慣
習
、
道
徳
、
伝
統
）
と
形

式
的
な
制
度
（
法
律
・
命
令
）
と
の
相
互
作
用
の
結
果
で
あ
り
、
形
式
的
な
制
度
に
よ
る
意
図
的
な
制
度
変
化
の
可
能
性
を
示
し
つ
つ
、

既
存
の
非
形
式
的
な
制
度
に
規
定
さ
れ
た
連
続
的
な
変
化
で
あ
る
こ
と
（
制
度
変
化
の
経
路
依
存
性
）
を
明
ら
か
に
し（

1
）た

。
も
っ
と
も
、
新

制
度
派
経
済
学
に
お
い
て
は
、
形
式
的
な
制
度
は
、
政
治
の
た
め
の
道
具
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
法
が
持
つ
固
有
の
役
割
に
つ
い
て

は
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
法
は
政
治
シ
ス
テ
ム
と
常
に
緊
張
関
係
に
立
ち
つ
つ
、
経
済
発
展
を
牽
引
し
て
い
く
と
い
う
固
有
の
役
割
を
無
視
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
開
発
法
学
の
問
題
意
識
は
、
法
が
持
つ
固
有
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
法
、
す
な
わ
ち
形
式
的
制
度
が
、
非
形
式
的
制
度

と
相
互
作
用
し
つ
つ
、
制
度
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ（

2
）る
。

　

こ
の
よ
う
な
開
発
法
学
の
観
点
か
ら
、
本
稿
は
ベ
ト
ナ
ム
の
制
度
改
革
に
お
け
る
民
法
典
の
制
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
五
年
に

制
定
さ
れ
た
民
法
典
（
以
下
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
と
い
う
）
の
制
定
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
制
定
後
の
制
度
変
化
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
を
加

え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
市
場
経
済
の
導
入
の
基
盤
と
な
っ
た
ド
イ
モ
イ
（
刷

新
）
が
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
更
に
進
展
す
る
中
で
、
一
九
九
五
年
に
制
定
さ
れ
た
民
法
典
（
以
下
、
一
九
九
五
年
民
法
典
と
い

う
）
を
全
面
的
に
作
り
直
す
形
で
制
定
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
制
定
の
理
由
お
よ
び
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
、
一
九

九
五
年
民
法
典
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
限
界
を
確
認
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
後
二
〇
一
五
年
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に
更
に
新
し
い
民
法
典
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
理
由
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

一
九
八
六
年
に
行
わ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
の
制
度
改
革
で
あ
る
ド
イ
モ
イ
は
、
社
会
主
義
政
治
体
制
を
維
持
し
つ
つ
も
、
市
場
取
引
を
認
め

る
と
い
う
制
度
変
化
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
手
段
と
し
て
一
九
九
五
年
民
法
典
が
制
定
さ
れ
、
市
場
取
引
を
牽
引
す
る
上
で

重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
し
か
し
、
ベ
ト
ナ
ム
は
社
会
主
義
国
家
樹
立
と
い
う
目
標
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
モ
イ
に
よ
る
市
場

取
引
の
容
認
は
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
を
社
会
主
義
の
過
渡
期
に
あ
る
と
位
置
づ
け
、
そ
の
過
渡
期
を
乗
り
越
え
、
社
会
主
義
国
家
を
樹
立

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
市
場
を
用
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ（

3
）た
。
そ
の
た
め
、
一
九
九
五
年
民
法
典
に
は
、
法
律
に
基
づ
く

国
家
管
理
を
志
向
す
る
社
会
主
義
的
法
制
（Phap che Xa hoi Chu nghia

）
の
思（

4
）想

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
民
法
は
国
家
に
よ
る

管
理
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ（

5
）た
。
従
っ
て
、
契
約
の
自
由
（
七
条
）
は
国
家
に
よ
る
制
約
を
受
け
、
ま
た
取
引
の
安
全

を
確
保
す
る
た
め
に
善
意
の
第
三
者
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
無
権
利
者
に
よ
る
取
引
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
容
認
で
き
な
い
と
い
う
理

由
か
ら
、
第
三
者
保
護
規
定
を
欠
く
な
ど
、
多
く
の
制
約
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
制
定
は
、
ド
イ

モ
イ
を
具
体
化
し
、
市
場
シ
ス
テ
ム
の
形
成
に
向
け
た
制
度
変
化
を
開
始
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
市
場
シ
ス
テ
ム
の
完
成
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
初
期
の
段
階
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ（

6
）た
。

　

従
っ
て
、
市
場
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
制
度
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
民
法
が
持
つ
固
有
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

一
九
九
五
年
民
法
典
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
、
そ
の
変
容
プ
ロ
セ
ス
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、
そ
の
変
化
の
中
身
に
つ
い
て
具
体
的

に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
に
着
目
し
、
以
下
の
順
序
で
考
察
す
る
。
最
初
に
一
九
九
五
年
民
法
典
制
定
以
降
の
ベ
ト
ナ

ム
を
取
り
巻
く
政
治
・
経
済
状
況
を
確
認
す
る
。
続
い
て
、
政
治
・
経
済
の
状
況
を
踏
ま
え
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
改
訂
を
必
要
と
し

た
根
拠
お
よ
び
改
訂
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
制
定
の
意
義
、
特
に
私
的
自
治
の
拡
大
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

そ
し
て
、
経
済
関
係
に
お
け
る
自
律
的
な
経
済
関
係
の
拡
大
と
社
会
主
義
政
治
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
そ
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こ
に
法
が
持
つ
固
有
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
成
果
と
限
界
を
検
討
す
る
。
最
後
に
、
更
な

る
民
法
典
の
改
正
を
必
要
と
し
た
要
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二 　

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
の
政
治
・
経
済
の
動
向

㈠　

一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
国
内
経
済
状
況
の
変
化

　

一
九
九
五
年
民
法
典
制
定
後
、
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
は
一
九
九
六
年
お
よ
び
二
〇
〇
一
年
に
党
大
会
を
開
催
し
た
。
本
節
で
は
、
各
党
大

会
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
の
政
治
・
経
済
政
策
の
詳
細
に
入
る
前
に
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
ベ
ト
ナ
ム
の
経
済
状
況
に
つ
い
て
、

世
界
銀
行
の
経
済
成
長
率
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
を
元
に
確
認
す（

7
）る

。

　

図
1
は
、
一
九
八
五
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
民
法
典
が
制
定
さ
れ
る
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
二
〇
年
間
の
ベ
ト
ナ
ム
の
経
済
成
長
率
を
表
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
一
九
九
六
年
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
第
八
回
大
会
（
以
下
、
第
八
回
党
大
会
と
い
う
）
お
よ
び
二
〇
〇
一
年
ベ
ト
ナ

ム
共
産
党
第
九
回
大
会
（
以
下
、
第
九
回
党
大
会
と
い
う
）
に
対
応
す
る
五
カ
年
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
す
る
。

　

第
八
回
党
大
会
に
対
応
す
る
五
カ
年
（
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
五
年
）
の
経
済
成
長
率
は
、
一
九
九
一
年
は
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
留

ま
る
も
の
の
、
一
九
九
二
年
に
は
八
・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
急
成
長
を
見
せ
、
一
九
九
五
年
に
は
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
成
長
を
達
成
し

た
。
五
カ
年
の
年
平
均
成
長
率
は
、
約
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
目
覚
ま
し
い
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。

　

第
九
回
党
大
会
に
対
応
す
る
五
カ
年
（
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
一
九
九
六
年
お
よ
び
一
九
九
七
年
は
、
一
九
九
五
年
か
ら

の
高
成
長
の
勢
い
を
引
き
継
ぎ
、
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
高
い
成
長
率
を
記
録
し
た
。
だ
が
、
一
九
九
七
年

に
発
生
し
た
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
の
影
響
を
受
け
、
一
九
九
八
年
は
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
九
九
年
は
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
ベ
ト
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ナ
ム
の
経
済
成
長
は
急
激
な
落
ち
込
み
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年

に
は
、
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
回
復
し
、
経
済
回
復
の
兆
し
が
表
れ
て
い
る
。

一
九
九
八
年
お
よ
び
一
九
九
九
年
に
一
時
的
な
落
ち
込
み
は
み
ら
れ
る
も
の

の
、
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
約
五
年
間
の
平
均
経
済
成
長
率

は
、
約
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
ド
イ
モ
イ
開
始
前
の
一
九
八
五
年
の

経
済
成
長
率
が
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
こ
と
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ

の
経
済
成
長
率
は
目
覚
ま
し
く
、
ド
イ
モ
イ
は
経
済
成
長
と
い
う
側
面
に
お

い
て
、
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

㈡ 　

第
八
回
党
大
会
お
よ
び
第
九
回
党
大
会
の

政
治
・
経
済
方
針

　

㈠
で
確
認
し
た
好
調
な
経
済
成
長
は
、
共
産
党
大
会
に
お
い
て
も
肯
定
的

に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
第
八
回
党
大
会
の
「
政
治
報
告
」
に
お
い
て
、
ド
・

ム
オ
イ
書
記
長
は
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
五
年
の
五
カ
年
の
成
果
と
し
て
、

高
い
経
済
成
長
率
を
挙
げ
、
そ
れ
は
計
画
目
標
数
の
五
・
五
〜
六
・
五
パ
ー

セ
ン
ト
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
と
評
価
し（

8
）た

。
経
済
成
長
を
牽
引
す
る
要

因
と
し
て
、
⑴
各
工
業
部
門
の
成
長
、
⑵
国
内
投
資
の
増
加
、
⑶
海
外
直
接

投
資
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
）
の
増
加
に
言
及
す（

9
）る

。
特
に
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、
九
五
年
末
ま
で

に
登
録
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
資
本
総
額
は
一
九
〇
億
ド
ル
以
上
に
達
し
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て
お
り
、
う
ち
三
分
の
一
は
既
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
）
10
（

た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
順
調
な
経
済
成
長
の
伸
び
は
「
国
家
管

理
を
伴
う
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
社
会
主
義
の
方
針
に
沿
っ
て
動
く
多
セ
ク
タ
ー
商
品
経
済
の
確
立
」
の
成
果
に
あ
る
と
し
、
引
き
続
き
、

「
社
会
主
義
の
方
針
に
沿
っ
た
国
家
管
理
の
役
割
強
化
と
並
行
し
て
、
市
場
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
沿
っ
た
多
セ
ク
タ
ー
商
品
経
済
を
構

築
」
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
長
期
目
標
と
し
て
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
工
業
化
・
近
代
化
が
掲
げ
ら
れ
）
11
（

た
。

　

こ
う
し
た
高
い
経
済
成
長
を
維
持
し
て
い
く
た
め
、
法
制
度
に
は
、「
個
人
企
業
家
が
安
心
し
て
長
期
ビ
ジ
ネ
ス
に
投
資
で
き
る
よ
う
、

好
ま
し
い
経
済
・
法
律
条
件
を
作
る
」
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
経
済
法
規
体
系
の
改
善
が
強
調
さ
れ
）
12
（

た
。

　

加
え
て
、
国
際
社
会
と
の
連
携
や
相
互
協
力
に
つ
い
て
の
言
及
も
な
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
九
九
五
年
に
加
盟
し
た
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
加
盟
国
家
間
で
の
協
力
や
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
と
の
関
係
強
化
で
あ
）
13
（

る
。
第
八
回
党
大
会
以
降
の

立
法
課
題
と
国
際
条
約
に
つ
い
て
検
討
す
る
論
文
も
発
表
さ
れ
て
お
り
、
国
際
法
と
ベ
ト
ナ
ム
法
の
関
連
領
域
に
つ
い
て
課
題
が
提
示
さ

れ
て
い
る
点
は
、
新
し
い
動
向
で
あ
）
14
（

る
。

　

続
く
第
九
回
党
大
会
に
お
い
て
も
、
工
業
化
・
近
代
化
路
線
、
多
セ
ク
タ
ー
商
品
経
済
の
活
用
と
い
う
路
線
は
継
承
さ
れ
て
い
）
15
（

く
。
対

外
経
済
戦
略
の
面
で
は
、
二
一
世
紀
に
入
る
と
、
自
由
化
義
務
の
履
行
の
段
階
へ
移
行
し
、
よ
り
本
格
的
に
世
界
経
済
と
の
協
調
の
観
点

か
ら
、
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
）
16
（

た
。

　

ド
イ
モ
イ
に
よ
る
順
調
な
経
済
発
展
お
よ
び
国
際
経
済
へ
の
参
入
に
伴
い
、
経
済
成
長
戦
略
は
、
よ
り
市
場
経
済
化
を
促
進
し
、
か
つ

国
際
的
に
競
争
力
の
あ
る
経
済
構
造
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
場
に
対
す
る
理
解
の
変
化
は
そ
の
一
つ
の
象
徴
で
あ

る
。
第
九
回
党
大
会
で
は
、「
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
（Kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia

）」
と
い
う
文
言
が
こ
れ
ま

で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
多
経
済
セ
ク
タ
ー
商
品
経
済
（Kinh te hang hoa nhieu thanh phan

）」
と
い
う
文
言
に
代
わ
っ
て
登
場
し
）
17
（

た
。

こ
れ
ま
で
も
、
ベ
ト
ナ
ム
の
政
治
文
書
や
法
規
範
文
書
中
に
「
市
場
」
と
い
う
文
言
は
出
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
二
年
憲
法
一

五
条
は
「
国
家
は
、
国
家
の
管
理
下
に
あ
る
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
社
会
主
義
志
向
に
従
っ
て
多
セ
ク
タ
ー
商
品
経
済
を
発
展
さ
せ
る
」
と
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規
定
し
て
い
）
18
（

た
。
こ
こ
で
は
、
市
場
は
社
会
主
義
概
念
と
並
存
す
る
形
で
規
定
さ
れ
て
い
）
19
（

る
。
そ
れ
故
、
第
八
回
党
大
会
に
お
い
て
は
、

社
会
主
義
国
家
実
現
の
た
め
に
、
市
場
経
済
が
持
つ
積
極
的
な
側
面
は
活
用
す
る
と
し
つ
つ
も
、「
社
会
主
義
の
性
格
と
相
い
れ
な
い
否

定
的
な
側
面
」
は
「
克
服
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
市
場
管
理
が
強
調
さ
れ
て
い
）
20
（

た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
」
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
一
年
に
改
正
さ
れ

た
ベ
ト
ナ
ム
憲
法
一
六
条
二
項
に
そ
の
意
義
が
表
れ
て
い
）
21
（

る
。
二
項
は
、「
各
経
済
構
成
要
素
〔
国
家
経
済
・
集
団
経
済
・
個
人
や
小
規
模
会

社
の
経
済
・
個
人
資
本
経
済
・
国
家
資
本
経
済
お
よ
び
外
国
投
資
経
済
（
か
っ
こ
内
は
筆
者
補
充
）〕
は
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
の
重
要
な
構
成

要
素
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
市
場
概
念
は
、
社
会
主
義
概
念
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
し
て
、
全
て
の
経
済
セ
ク
タ
ー
は
、
社
会
主
義
志
向

の
市
場
経
済
の
基
盤
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
三
項
は
国
家
に
よ
る
社
会
主
義
方
針
に
従
っ
た
各
種
市
場
の
形
成
・
発
展
・

順
次
改
善
を
行
う
と
規
定
す
る
。
こ
こ
で
は
、
国
家
の
市
場
に
対
す
る
役
割
の
変
化
が
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
八
回
党
大
会
で
は
、

市
場
経
済
が
も
た
ら
す
弊
害
の
除
去
の
た
め
に
、
国
家
に
よ
る
消
極
的
規
制
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
一
六
条
三
項

は
、
国
家
は
消
極
的
規
制
に
重
き
を
置
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
積
極
的
に
市
場
環
境
の
整
備
を
す
る
こ
と
が
国
家
の
役
割
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
。
例
え
ば
、
第
九
回
党
大
会
で
は
、
労
働
市
場
や
株
式
市
場
、
不
動
産
市
場
な
ど
の
ま
だ
未
整
備
な
市
場
領
域
の
改
善
の
重
要
性

を
説
い
て
い
）
22
（

る
。「
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
」
と
い
う
文
言
は
、
市
場
の
役
割
を
よ
り
積
極
的
に
評
価
し
、
そ
の
機
能
を
強
化
し
て

い
こ
う
と
す
る
表
現
と
解
さ
れ
）
23
（

る
。

　

も
っ
と
も
「
社
会
主
義
」
と
い
う
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
社
会
主
義
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
市
場
取
引
に
対
し
て
は
、
引
き
続

き
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ぶ
と
解
さ
れ
る
。
市
場
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
共
産
党
お
よ
び

政
府
に
対
し
て
、
市
場
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
留
保
し
て
お
り
、
ど
こ
ま
で
市
場
機
能
に
委
ね
る
か
と
い
う
慎
重
な
制
度
上
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
へ
の
移
行
と
解
さ
れ
）
24
（

る
。

　

第
八
回
党
大
会
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
第
九
回
党
大
会
は
、
ド
イ
モ
イ
を
肯
定
的
に
評
価
し
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
工
業
化
・
近
代
化
と
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い
う
目
標
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
更
な
る
経
済
成
長
路
線
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第
九
回
党
大
会
で
は
、「
社
会
主
義
志

向
の
市
場
経
済
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
、
市
場
に
対
し
て
よ
り
積
極
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ベ
ト
ナ
ム
が
社

会
主
義
国
家
建
設
と
い
う
目
標
を
捨
て
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　

第
八
回
党
大
会
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
市
場
経
済
管
理
の
形
態
と
手
法
を
採
用
し
た
の
は
、
そ
の
積
極
的
側
面
を
活
用
し
て
社
会
主
義
建

設
と
い
う
わ
れ
わ
れ
独
自
の
目
的
に
役
立
て
る
の
が
狙
い
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
の
道
へ
と
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
社
会
主

義
の
過
渡
期
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
社
会
主
義
と
相
容
れ
な
い
市
場
経
済
が
も
た
ら
す
貧
富
の
格
差
や
拝
金
主
義
に
よ
る
悪
影

響
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
市
場
取
引
に
伴
う
弊
害
に
対
し
て
警
戒
感
を
示
し
て
い
）
25
（

る
。
そ
し
て
、
第
九
回
党
大
会
に
お
い
て

も
、
社
会
主
義
か
ら
の
逸
脱
と
和
平
演
変
に
対
す
る
危
惧
が
、
今
な
お
存
在
し
て
い
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
26
（

る
。

　
「
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
」
概
念
の
導
入
に
よ
り
、
市
場
を
積
極
的
に
評
価
す
る
向
き
が
あ
る
と
は
い
え
、
憲
法
一
六
条
に
表
れ

る
「
社
会
主
義
」
志
向
の
市
場
経
済
や
同
条
三
項
に
表
れ
る
「
社
会
主
義
方
針
に
従
っ
た
」
と
い
う
一
般
的
・
抽
象
的
な
文
言
の
解
釈
権

は
政
府
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
匙
加
減
に
よ
っ
て
市
場
の
機
能
は
変
化
す
る
と
い
う
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
市
場
経
済
」
の
一
層
の
展
開
を
強
調
す
る
一
方
で
、
社
会
主
義
国
家
の
樹
立
と
い
う
政
治
的
目
標
と
の
狭
間
で
揺
れ
動
い
て
い
た
の

が
二
〇
〇
五
年
民
法
典
制
定
時
の
ベ
ト
ナ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
政
治
的
・
経
済
的
状
況
が
二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
起
草
作
業
に
い
か

な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
、
特
に
「
私
的
自
治
」
の
概
念
の
導
入
に
焦
点
を
当
て
て
次
章
で
検
討
す
る
。
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三　

ド
イ
モ
イ
の
進
展
と
二
〇
〇
五
年
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
の
成
立

㈠　

二
〇
〇
五
年
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
制
定
の
背
景

―
一
九
九
五
年
民
法
典
の
課
題
点

―

　

前
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、
市
場
取
引
の
活
発
化
に
よ
り
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
ベ
ト
ナ
ム
経
済
は
そ
の
成
長
の
ス
ピ
ー
ド
を

速
め
て
き
た
。
そ
し
て
一
九
九
五
年
民
法
典
に
よ
る
民
事
取
引
ル
ー
ル
の
構
築
、
所
有
権
や
民
事
契
約
に
お
け
る
権
利
・
義
務
の
明
確
化

お
よ
び
法
に
よ
る
保
障
は
、
経
済
社
会
の
安
定
と
発
展
に
寄
与
し
、
ド
イ
モ
イ
に
奉
仕
し
た
と
し
て
、
一
九
九
五
年
民
法
典
が
果
た
し
た

役
割
は
ベ
ト
ナ
ム
国
内
に
お
い
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
）
27
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
規
定
が
、
経
済
社
会
の
発
展
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
部
分
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
五
年
民

法
典
の
課
題
と
し
て
以
下
の
点
が
挙
げ
ら
れ
た
。

1　

一
九
九
五
年
民
法
典
と
関
連
法
令
の
適
用
関
係
の
問
題

　

一
九
九
五
年
民
法
典
の
制
定
時
、
ベ
ト
ナ
ム
に
は
商
業
目
的
や
法
人
間
の
取
引
を
規
律
す
る
法
律
と
し
て
経
済
契
約
法
（Phap Lenh 

H
op D

ong Kinh Te

）
が
存
在
し
た
。
ソ
ビ
エ
ト
法
の
影
響
を
受
け
た
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
一
般
法
と
特
別
法
と
い
う
区
別
は
一
般
的
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
領
域
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
一
般
的
な
取
引
に
つ
い
て
は
民
法
典
が
適
用

さ
れ
、
法
人
間
の
取
引
に
つ
い
て
は
経
済
契
約
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
二
元
構
造
に
な
っ
て
い
）
28
（

た
。

　

し
か
し
、
経
済
契
約
法
は
全
四
五
カ
条
し
か
な
く
、
法
的
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
十
分
な
立
法
内
容
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
経
済
契

約
事
件
を
解
決
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
。

　

更
に
、
裁
判
実
務
上
の
問
題
を
指
摘
す
れ
ば
、
民
事
事
件
は
民
事
裁
判
所
が
、
経
済
契
約
事
件
に
つ
い
て
は
経
済
裁
判
所
が
管
轄
権
を
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有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
経
済
契
約
法
が
適
用
さ
れ
る
経
済
契
約
と
民
法
典
が
規
律
す
る
民
事
契
約
の
事
実
関
係
が
重
な
る
部

分
は
多
く
、
管
轄
を
巡
る
問
題
も
生
じ
て
い
）
29
（

た
。
時
に
は
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
も
管
轄
権
を
否
定
し
た
結
果
、
裁
判
を
受
け
ら
れ
な
い
と

い
う
事
態
も
生
じ
て
い
）
30
（

た
。
さ
ら
に
、
一
九
九
七
年
に
商
法
（Luat Thuong M

ai

）
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
民
法
典
、
経
済
契
約

法
、
商
法
の
適
用
関
係
は
三
元
化
し
て
一
層
複
雑
と
な
り
、
民
法
典
に
は
こ
れ
ら
関
連
法
令
と
の
調
整
の
必
要
が
迫
ら
れ
た
。

2　

制
限
的
な
私
的
自
治
と
国
家
に
よ
る
管
理

　

一
九
九
五
年
民
法
典
七
条
「
自
由
で
、
自
主
的
に
約
束
し
、
合
意
す
る
原
則
（N

guyen tac tu do, tu nguyen cam
 ket, thoa thuan

）」

は
、
契
約
自
由
の
原
則
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
七
条
一
項
は
「
民
事
債
権
・
債
務
の
確
立
に
お
い
て
法
律
の
規
定
に
符
合
す

る
自
由
的
約
束
・
合
意
権
利
は
、
法
律
に
〔
従
っ
て
〕
保
障
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
法
律
の
規
定
に
反
し
な
い
限
度
に
お
い
て
許

容
さ
れ
る
留
保
付
き
の
権
利
で
あ
る
。
ま
た
四
〇
一
条
一
項
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
主
要
内
容
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
当
事

者
は
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
各
当
事
者
は
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
事
項
に
限
っ
て
、
合
意
に
よ
り
契
約
内
容
を
決
定
で

き
る
と
規
定
し
）
31
（

た
。
国
家
は
、
あ
ら
か
じ
め
有
効
と
な
る
契
約
内
容
を
他
の
法
規
範
に
よ
っ
て
定
め
、
そ
れ
に
合
致
す
る
範
囲
内
で
、
各

当
事
者
は
契
約
締
結
で
き
る
と
い
う
枠
組
み
を
採
用
し
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
総
合
す
る
と
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
契
約
自
由
の
原
則
、

と
り
わ
け
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
自
由
は
、
相
当
制
限
さ
れ
て
い
た
。
特
に
、
四
〇
一
条
一
項
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
、
主
要

内
容
が
契
約
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
、
当
事
者
が
後
か
ら
契
約
を
追
完
す
る
可
能
性
等
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
律

に
四
〇
一
条
一
項
違
反
を
理
由
に
契
約
を
無
効
に
す
る
と
い
う
裁
判
実
務
が
あ
っ
）
32
（

た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
は
契
約
当
事
者
の
利
益
を
害
す

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
法
的
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
改
訂
が
検
討
さ
れ
）
33
（

た
。
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3　

法
の
行
為
規
範
性
の
強
調
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
善
意
の
第
三
者
保
護
規
定
の
欠
如

　

一
九
九
五
年
民
法
典
は
、「
道
徳
、
伝
統
の
尊
重
原
則
」（
四
条
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
行
為
規
範
的
要
素
が
強
く
、
規
定
に
よ
っ
て

は
、
法
律
違
反
を
理
由
に
国
家
が
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
加
え
る
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
詐
欺
、
強
迫
に
よ
る
無
効
な
民
事
取

引
」
の
効
力
に
つ
い
て
定
め
た
民
法
一
四
二
条
は
、
取
引
財
産
等
は
没
収
さ
れ
、
国
家
基
金
に
入
れ
ら
れ
る
と
規
定
し
て
お
り
、
民
法
典

で
あ
り
な
が
ら
、
行
政
に
よ
る
介
入
を
含
め
て
規
律
す
る
。

　

こ
う
し
た
行
為
規
範
的
要
素
は
、
取
引
の
安
全
に
関
す
る
規
定
の
立
法
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
五
年
民
法
典
に
は
、

表
見
代
理
の
規
定
が
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
人
に
無
断
で
本
人
に
代
わ
っ
て
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
、
無
権
代
理
行
為
自
体
が

行
為
規
範
の
観
点
か
ら
そ
も
そ
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
契
約
の
相
手
方
は
、
た
と
え
善
意
の
第
三
者
で
あ
っ
て
も
保

護
す
る
必
要
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
）
34
（

る
。
即
時
取
得
の
規
定
も
存
在
し
な
い
。「
他
人
の
物
を
売
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
真
の

権
利
者
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
）
35
（

る
。
む
し
ろ
、
行
為
規
範
的
に
問
題
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
、
第

三
者
保
護
規
定
を
設
け
る
と
、
法
を
国
家
管
理
の
道
具
と
し
て
捉
え
る
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
か
え
っ
て
違
法
行
為
を
促
進
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
と
懸
念
さ
れ
て
い
）
36
（

た
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
も
、
契
約
当
事
者
ら
の
取
引
安
全
の
保
護
の
観
点
か
ら
見
直
し
が
必

要
と
さ
れ
）
37
（

た
。

4　

国
際
経
済
へ
の
参
入

　

第
八
回
党
大
会
以
降
、
ベ
ト
ナ
ム
は
国
際
経
済
の
参
入
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
へ
の
加
盟
と
い
う
大
き

な
目
標
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
際
水
準
に
合
致
す
る
民
法
典
の
制
定
が
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
）
38
（

た
。

　

前
記
1
〜
4
の
課
題
を
克
服
し
、
引
き
続
き
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
体
制
を
構
築
し
て
い
く
た
め
に
、
一
九
九
五
年
民
法
典
の
見

直
し
作
業
が
開
始
さ
れ
、
新
た
に
二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
制
定
準
備
が
始
ま
っ
）
39
（

た
。
そ
の
主
要
な
検
討
内
容
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
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か
、
確
認
す
る
。

㈡　

一
九
九
五
年
民
法
典
か
ら
の
改
正
点

1　

契
約
に
関
す
る
民
法
典
の
一
般
法
化

　

二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
類
型
に
応
じ
て
適
用
す
る
法
律
が
異
な
っ
て
い
た
法
実
務
を
、
民
法
典
を
取
引
の
一
般
法

と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
整
理
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
条
に
お
い
て
「
民
法
典
は
、
個
人
・
法
人
・
他
の
主
体
の
法
的
地
位
、
対
応

方
法
の
法
律
基
準
を
規
定
し
、
民
事
、
婚
姻
と
家
族
、
経
営
、
商
業
、
労
働
関
係
（
以
下
、
一
般
に
「
民
事
関
係
」
と
称
す
る
）
に
お
け
る

財
産
…
…
に
つ
い
て
の
各
主
体
の
権
利
と
義
務
を
規
定
す
る
」
と
そ
の
適
用
範
囲
を
定
め
た
。
そ
し
て
、
民
事
取
引
に
つ
い
て
定
め
た
一

二
一
条
は
、
一
条
が
定
め
る
民
事
関
係
に
お
け
る
民
事
取
引
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
併
せ
て
解
釈
す
る
と
、

経
済
契
約
法
や
商
法
が
対
象
と
し
て
い
た
経
営
お
よ
び
商
業
に
関
す
る
契
約
類
型
に
も
民
法
典
の
適
用
範
囲
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
経
済
契
約
法
は
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
が
効
力
を
持
つ
二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
に
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
さ
）
40
（

れ
、
二
〇
〇
五
年
に

成
立
し
た
改
正
商
法
は
、
四
条
一
項
に
お
い
て
「
商
業
活
動
は
こ
の
法
律
及
び
そ
の
他
関
連
法
に
準
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
そ
の

適
用
範
囲
を
定
め
る
と
共
に
、
民
法
と
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
同
条
三
項
に
お
い
て
「
こ
の
法
律
又
は
そ
の
他
法
律
に
定
め
の
な
い

商
業
活
動
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
」
旨
を
宣
言
し
）
41
（

た
。
民
法
と
商
法
が
、
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
に
あ
り
、
特
別

法
は
一
般
法
に
優
先
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
確
立
さ
れ
た
。

　

民
法
典
を
契
約
に
関
す
る
一
般
法
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
全
て
の
経
済
セ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経

済
を
牽
引
す
る
役
割
を
民
法
典
に
担
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
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2　

社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
を
推
進
す
る
基
盤
と
し
て
の
私
的
自
治
の
拡
大

　

そ
し
て
、
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
を
更
に
推
進
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
四
条
に
お
い
て
「
民
事
権
・
民
事
義
務
の

確
立
に
お
い
て
自
由
に
約
束
し
、
合
意
す
る
権
利
は
、
法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
約
束
・
合
意
が
法
律
禁
則
、
社
会

道
徳
に
違
反
し
な
い
場
合
に
限
る
」
と
規
定
し
、
契
約
自
由
の
原
則
を
保
障
し
た
。
こ
れ
は
、
法
律
が
許
容
し
て
い
た
場
合
に
限
っ
て
契

約
の
自
由
を
認
め
る
趣
旨
だ
っ
た
一
九
九
五
年
民
法
典
七
条
と
は
異
な
り
、
当
事
者
の
私
的
自
治
を
出
発
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
当
事
者
の
私
的
自
治
を
保
障
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
は
、
法
律
が
定
め
る
主
要
内
容
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
契
約
を
締
結
で
き
な

い
旨
を
定
め
た
一
九
九
五
年
民
法
典
四
〇
一
条
一
項
を
削
除
し
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
立
法
担
当
者
は
、
契
約
が
締
結
さ
れ
た
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
場
合
、
契
約
の
主
要
内
容
を
定
め
た
条
項
の
数
で
は
な
く
、「
基
本
的
に
契
約
締
結
時
に
当
事
者
の
意
思
が
具
体
的
に

体
現
さ
れ
た
場
合
に
〔
そ
の
〕
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
み
る
」
点
を
強
調
し
て
い
）
42
（

る
。
こ
こ
に
は
、
契
約
に
お
け
る
当
事
者
の
主
体
性
・

自
律
性
を
認
め
、
契
約
が
締
結
さ
れ
、
守
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
当
事
者
が
有
す
る
期
待
を
保
護
し
、
当
事
者
間
の
法
的
安
定
性
を
確

保
す
る
こ
と
が
、
取
引
を
活
発
化
す
る
こ
と
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
と
理
解
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
一
九
九
五
年
民
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
た
行
政
規
定
も
削
除
さ
れ
た
。
先
に
紹
介
し
た
「
詐
欺
、
強
迫
に
よ
る
無
効
な
民
事
取

引
」
の
規
定
は
二
〇
〇
五
年
民
法
典
一
三
二
条
と
な
っ
た
が
、
取
引
財
産
の
没
収
に
関
す
る
部
分
は
削
除
さ
れ
、
民
法
典
上
は
契
約
が
無

効
に
な
る
旨
を
規
定
す
る
に
留
め
、
一
三
七
条
が
当
事
者
間
に
お
け
る
原
状
回
復
義
務
を
定
め
て
い
）
43
（

る
。

3　

善
意
の
第
三
者
保
護
規
定
の
制
定

　

ベ
ト
ナ
ム
は
真
の
権
利
者
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
か
ら
、
第
三
者
の
善
意
・
悪
意
を

問
わ
ず
、
所
有
者
に
対
し
て
財
産
の
返
還
請
求
権
（
一
九
九
五
年
民
法
典
二
六
四
条
）
を
認
め
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、

社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
に
お
け
る
取
引
の
法
的
安
定
性
を
高
め
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
善
意
の
第
三
者
の
保
護
規
定
を
設
け
た
（
一
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三
八
条
）。
本
条
は
、
登
記
を
必
要
と
し
な
い
動
産
の
取
引
に
お
い
て
、
目
的
物
が
善
意
の
第
三
者
に
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
、
善
意
の
第

三
者
と
の
取
引
は
引
き
続
き
有
効
で
あ
る
旨
を
定
め
た
。
そ
し
て
、
所
有
権
の
登
記
を
必
要
と
し
な
い
動
産
の
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
定

め
た
二
五
七
条
は
、
登
記
を
必
要
と
し
な
い
動
産
に
つ
い
て
、
善
意
の
占
有
者
に
対
す
る
真
の
所
有
者
の
返
還
請
求
権
を
、
一
定
の
場
合

に
制
限
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
条
は
、
所
有
者
は
「
財
産
の
処
分
権
を
有
し
な
い
者
と
の
無
償
契
約
に
よ
っ
て
、
所
有
権
登
記
を
要

し
な
い
動
産
を
取
得
し
た
者
が
善
意
の
占
有
者
で
あ
る
場
合
、
所
有
者
は
、
動
産
の
返
還
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
契
約
が
有
償
の

場
合
で
も
、
動
産
が
盗
難
、
紛
失
又
は
そ
の
他
所
有
者
の
意
思
に
反
し
て
占
有
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
動
産
の
返
還
を
要
求
す
る
権
利

を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
条
は
、
①
動
産
が
無
償
で
取
得
さ
れ
た
場
合
お
よ
び
、
②
動
産
が
有
償
で
取
得
さ
れ
た
場

合
で
も
、
そ
れ
が
所
有
者
の
意
思
に
反
し
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
善
意
の
占
有
者
に
対
す
る
真
の
所
有
者
に
よ
る
返
還

請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
対
解
釈
に
よ
れ
ば
、
動
産
を
有
償
で
取
得
し
た
場
合
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
所
有
者
の
意
思

に
反
し
な
い
取
得
で
あ
っ
た
場
合
、
善
意
の
第
三
者
に
対
す
る
真
の
所
有
者
に
よ
る
返
還
請
求
権
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
所
有
者
の

返
還
請
求
権
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
反
射
効
と
し
て
、
善
意
の
第
三
者
は
有
効
と
扱
わ
れ
る
契
約
に
よ
り
財
産
を
取
得
す
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。

　

二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
を
よ
り
活
発
化
さ
せ
る
た
め
に
民
法
典
を
一
般
法
と
し
、
当
事
者
間
の
私
的
自

治
を
高
め
た
。
そ
し
て
取
引
に
お
け
る
第
三
者
の
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
、
登
記
を
必
要
と
し
な
い
動
産
を
対
象
に
、
前
主
に
所

有
権
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
善
意
の
第
三
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
場
合
を
認
め
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
実
際
の
運
用
を

検
討
し
な
い
こ
と
に
は
、
そ
の
立
法
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
私
的
自
治
が
実
際
に

ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
、
ま
た
い
か
な
る
限
界
を
有
し
て
い
た
の
か
、
実
際
の
判
決
例
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
。
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㈢　

二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
法
実
務
で
の
適
用
の
分
析

　

二
〇
一
五
年
の
民
事
訴
訟
法
改
正
に
よ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
は
判
例
制
度
を
導
入
し
、
判
例
の
公
開
が
徐
々
に
始
ま
っ
）
44
（

た
。
本
節
で
は
、
現

在
ベ
ト
ナ
ム
最
高
人
民
裁
判
所
が
公
開
す
る
判
例
二
六
件
お
よ
び
判
例
候
補
四
五
八
件
（
う
ち
民
事
事
件
二
四
六
件
）
の
中
か
ら
、
契
約
に

お
け
る
当
事
者
の
意
思
解
釈
お
よ
び
私
的
自
治
の
尊
重
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
す
る
二
〇
〇
五
年
民
法
典
が
適
用
下
に
お
け
る
贈
与
契
約

に
関
す
る
最
高
人
民
裁
判
所
監
督
審
判
決
を
二
つ
取
り
上
げ
）
45
（

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
Ｘ
（
高
齢
者
）
が
Ｙ
（
子
あ
る
い
は
孫
）
に
対
し

て
、
土
地
使
用
権
を
贈
与
し
た
事
例
で
あ
り
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
扶
養
義
務
を
課
し
た
条
件
付
き
贈
与
契
約
（
四
六
五
条
お
よ
び
四
七
〇
条
。

日
本
民
法
の
負
担
付
き
贈
与
に
相
当
す
る
）
で
あ
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
中
心
論
点
と
な
る
当
事
者
の
意
思
解
釈
に
お
い
て
、
裁
判

所
は
以
下
で
検
討
す
る
よ
う
に
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
法
的
紛
争
に
対
す
る
裁
判
所
の
関
わ
り
方
、
す
な
わ
ち

私
的
自
治
の
尊
重
と
国
家
に
よ
る
介
入
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

1　

監
督
審
判
決
の
紹
介

事
例
一
（
監
督
審
決
定
一
二
／
二
〇
一
二
／
Ｄ
Ｓ
‐
Ｇ
Ｄ
）
46
（

Ｔ
）

〔
事
案
の
概
要
〕

　

二
〇
〇
七
年
、
 X1
お
よ
び
 X2
は
、
所
有
す
る
土
地
お
よ
び
そ
の
土
地
上
に
あ
る
建
物
を
孫
で
あ
る
Ｙ
へ
贈
与
す
る
贈
与
契
約
（
以
下
、

本
件
贈
与
契
約
と
い
う
。）
を
締
結
し
た
。

　

Ｘ
ら
は
、
本
件
贈
与
契
約
に
際
し
、
Ｙ
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
Ｘ
ら
を
扶
養
す
る
旨
を
約
束
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
履
行
せ
ず
、
む

し
ろ
Ｘ
ら
を
虐
待
し
、
家
か
ら
追
い
出
し
た
と
主
張
し
、
本
件
贈
与
契
約
に
付
し
た
条
件
を
Ｙ
が
履
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、

「
受
贈
者
が
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
贈
与
者
は
財
産
を
取
り
戻
し
、
損
害
賠
償
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
の
規
定
（
四
七
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〇
条
三
項
）
に
基
づ
き
、
土
地
使
用
権
お
よ
び
そ
の
地
上
建
物
の
返
還
を
求
め
、
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

Ｙ
は
、
本
件
贈
与
契
約
は
条
件
付
き
贈
与
契
約
で
な
か
っ
た
と
反
論
を
し
た
。

　

一
審
裁
判
所
は
、
条
件
付
き
贈
与
契
約
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
Ｘ
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
控
訴
審
裁
判
所
は
、
条
件
付
き
贈
与
契

約
と
認
定
し
、
Ｘ
ら
の
請
求
を
認
め
た
。

　

Ｙ
は
控
訴
審
判
決
後
、
不
服
申
立
て
を
行
っ
た
（
二
〇
〇
五
年
民
事
訴
訟
法
五
八
条
二
項
（
ｐ
））。
Ｙ
の
不
服
申
立
て
を
受
理
し
た
最
高
人

民
検
察
院
が
最
高
人
民
裁
判
所
に
対
し
て
、
監
督
審
の
手
続
に
従
い
異
議
申
立
て
を
し
た
（
二
〇
〇
五
年
民
事
訴
訟
法
二
八
五
条
一
）
47
（

項
）。

〔
判　

旨
〕

　

一
審
判
決
お
よ
び
控
訴
審
判
決
破
棄
、
差
戻
し
。

　

二
〇
〇
七
年
五
月
一
〇
日
の
土
地
使
用
権
贈
与
契
約
は
、
受
贈
者
に
対
す
る
条
件
を
定
め
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、

Ｘ
ら
は
Ｙ
に
土
地
お
よ
び
建
物
を
贈
与
後
、
そ
れ
以
外
の
土
地
お
よ
び
建
物
を
有
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
Ｘ
ら
の
「
Ｙ
に
土
地
建
物

を
贈
与
す
る
に
当
た
っ
て
、
Ｘ
ら
を
扶
養
し
、
敬
愛
す
る
義
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
あ
っ
た
」
と
い
う
旨
の
主
張
は

習
慣
お
よ
び
社
会
道
徳
に
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
 X1
、
 X2
お
よ
び
Ｙ
夫
婦
お
よ
び
Ｙ
の
子
供
は
同
一
戸
籍
に
登
録
さ
れ
て
お

り
、
 X1
は
戸
主
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
高
齢
者
法
（
二
〇
一
〇
年
七
月
一
〇
日
か
ら
効
力
を
有
す
る
）
三
条
一
項
ａ
、
ｂ
号
お
よ
び
婚
姻
家
族

法
四
七
条
二
項
の
規
定
に
従
い
、
Ｘ
ら
に
は
、
住
居
を
保
障
さ
れ
る
権
利
お
よ
び
そ
の
意
思
に
従
い
、
子
、
孫
と
共
に
暮
ら
す
か
、
あ
る

い
は
独
立
し
て
生
活
す
る
か
決
定
す
る
権
利
を
有
し
て
お
り
、
他
方
、
孫
は
祖
父
母
を
尊
敬
し
、
扶
養
し
、
敬
う
義
務
を
負
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
一
審
裁
判
所
が
、
Ｙ
が
依
然
喜
ん
で
祖
父
母
と
住
む
こ
と
を
心
か
ら
待
ち
望
み
、
祖
父
母
が
死
ぬ
ま
で
孫
の
責
任
を
果
た

し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
評
価
し
つ
つ
、
祖
父
母
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
財
産
的
利
益
を
享
受
す
る
Ｙ
を
判
決
に
よ
っ
て
拘
束
せ
ず
、
祖
父

母
で
あ
る
Ｘ
ら
を
尊
敬
し
、
扶
養
し
、
敬
愛
す
る
義
務
は
、
Ｙ
の
任
意
に
よ
る
べ
き
と
し
た
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
審

裁
判
所
が
任
意
と
し
た
義
務
は
法
的
責
任
で
あ
り
、
道
義
的
責
任
だ
か
ら
で
あ
る
。
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従
っ
て
、
Ｘ
ら
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
一
審
判
決
お
よ
び
控
訴
審
判
決
を
破
棄
し
、
控
訴
審
裁
判
所
に
差
し
戻
す
。
も
し
、
Ｘ
ら

が
独
立
し
て
生
活
を
し
た
い
と
要
求
し
た
場
合
、
Ｙ
は
、
二
人
が
生
涯
独
立
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
、
家
屋
内
に
合
理
的
な
面
積
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
例
二
（
判
例
一
四
／
二
〇
一
七
／
Ａ
）
48
（

Ｌ
）

〔
事
案
の
概
要
〕

　

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
七
日
、
Ｘ
（
 Y1
の
父
）
は
代
理
人
Ａ
を
通
じ
て
、
息
子
で
あ
る
 Y1
お
よ
び
そ
の
妻
で
あ
る
 Y2
と
の
間
で
、
土
地

使
用
権
の
贈
与
契
約
（
以
下
、
本
件
贈
与
契
約
と
い
う
。）
を
締
結
し
た
。
Ｘ
は
本
件
贈
与
契
約
に
際
し
、
Ｙ
に
対
し
て
「
Ｘ
の
た
め
に
家
を

建
て
、
Ｘ
お
よ
び
Ｘ
の
父
母
を
扶
養
す
る
」
と
条
件
を
付
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
履
行
し
て
い
な
い
と
主
張
し
、「
受
贈
者
が
義
務

を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
贈
与
者
は
財
産
を
取
り
戻
し
、
損
害
賠
償
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
の
規
定
（
四
七
〇
条
三
項
）
に
基

づ
き
、
本
件
贈
与
契
約
の
目
的
物
で
あ
る
土
地
使
用
権
の
返
還
を
求
め
た
。
Ｙ
は
、
本
件
贈
与
契
約
に
条
件
は
付
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て

争
っ
た
。

　

一
審
裁
判
所
は
、
契
約
書
に
は
条
件
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
認
定
し
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
控
訴
審
裁
判
所
は
、
契

約
締
結
時
、
Ｘ
は
左
半
身
の
麻
痺
等
に
よ
り
法
律
行
為
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
贈
与
契
約
は
無
効
で
あ
る
と
し
、
Ｘ
の
請
求
を
認

容
し
た
。
控
訴
審
判
決
後
Ｙ
は
、
不
服
申
立
て
手
続
を
し
た
（
二
〇
〇
五
年
民
事
訴
訟
法
五
八
条
二
項
（
ｐ
））。
そ
れ
を
受
け
て
最
高
人
民
裁

判
所
長
官
は
監
督
審
手
続
に
従
っ
て
異
議
申
立
て
を
し
た
（
二
〇
〇
五
年
民
事
訴
訟
法
二
八
五
条
一
項
）。

〔
判　

旨
〕

　

一
審
判
決
お
よ
び
控
訴
審
判
決
破
棄
、
差
戻
し
。

　

贈
与
契
約
の
書
面
に
条
件
の
記
載
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
二
〇
〇
六
年
三
月
二
五
日
に
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
、
建
築
許
可
の
申
請
を
す

る
に
当
た
っ
て
交
付
し
た
委
任
状
に
は
、
Ｙ
は
土
地
使
用
権
を
有
す
る
土
地
上
に
Ｘ
の
居
住
お
よ
び
Ｘ
の
父
母
で
あ
る
Ｂ
夫
婦
を
扶
養
す
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る
た
め
の
家
を
建
築
す
る
た
め
に
、
建
築
許
可
申
請
を
依
頼
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
二
日
に
Ｙ
が
作
成
し
た
誓

約
書
に
お
い
て
、
Ｙ
は
「
私
は
父
か
ら
土
地
を
譲
り
受
け
た
。
私
は
そ
の
約
束
通
り
、
地
方
政
府
と
の
間
で
父
が
居
住
す
る
た
め
の
家
の

建
築
を
進
め
る
。
そ
し
て
、
誰
に
も
譲
渡
し
な
い
」
と
記
載
し
た
。

　

贈
与
契
約
に
条
件
の
記
載
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
関
連
文
書
に
は
、
Ｙ
は
Ｘ
が
居
住
す
る
家
を
建
築
し
、
Ｘ
お
よ
び
Ｂ
夫
婦
の
扶
養

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｙ
が
贈
与
契
約
に
付
さ
れ
た
条
件
を
十
分
に
履
行
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
審
理
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
一
審
判
決

お
よ
び
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
省
デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
フ
ー
市
人
民
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

2　

検　

討

　

い
ず
れ
の
判
決
も
、
当
事
者
の
意
思
解
釈
を
通
じ
て
契
約
を
確
定
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
が
、
契
約
の
意
思
解
釈

の
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
法
的
紛
争
に
対
す
る
裁
判
所
の
関
与
の
仕
方
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
契
約
に
お
け
る
当
事
者
間
の
意
思
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
事
例
一
に
お
い
て
、
監
督
審
判
決
は
、
契
約
書
に

条
件
が
表
れ
て
い
な
い
こ
と
を
根
拠
に
Ｘ
Ｙ
間
の
贈
与
契
約
は
、
条
件
付
き
贈
与
契
約
で
は
な
い
と
認
定
し
た
。
こ
こ
で
は
、
契
約
書
の

文
言
に
表
れ
て
い
る
事
情
の
み
に
基
づ
き
、
そ
の
意
思
内
容
を
形
式
的
に
解
釈
す
る
手
法
が
み
ら
れ
る
。
他
方
、
事
例
二
に
お
い
て
は
、

監
督
審
判
決
は
、
契
約
書
の
文
言
に
条
件
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
認
定
し
つ
つ
も
、
契
約
締
結
時
の
状
況
や
そ
の
他
の
関
連
文
書
を
根

拠
に
Ｘ
Ｙ
間
の
贈
与
契
約
は
、
条
件
付
き
贈
与
契
約
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
当
事
者
の
契
約
に
お
け
る
意
思
を
契
約
書
に
表
れ
た
事
実
だ

け
で
は
な
く
、
契
約
に
至
る
ま
で
の
関
連
す
る
事
情
か
ら
探
求
し
、
確
定
し
よ
う
と
す
る
実
質
的
な
意
思
解
釈
の
手
法
が
み
ら
れ
る
。

　

次
に
、
法
的
紛
争
に
対
す
る
裁
判
所
の
関
与
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
事
例
二
で
は
、
Ｘ
Ｙ
間
で
締
結
さ
れ
た
贈
与
契
約
は
条
件
付

き
だ
っ
た
と
認
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
差
戻
審
で
は
、
こ
の
当
事
者
の
合
意
を
出
発
点
に
、
裁
判
所
は
後
見
的
な
立
場
で
、
Ｙ
が
条
件
実
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現
に
向
け
て
十
分
尽
く
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
事
例
一
は
、
事
例
二
と
は
異
な
り
、
裁
判
所
が
積
極
的
に
介
入
し
て
い
る
点
で
様
相
を
異
に
す
る
。
分
析
の
詳
細
に
入
る
前
に
、

本
判
決
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
民
事
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
ベ
ト
ナ
ム
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
も

審
理
手
続
の
当
事
者
主
義
的
側
面
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
処
分
権
主
義
を
徹
底
し
た
申
立
主
義
を
認
め
（
五
条
）、
証
拠
の
提
出
や
自
己

に
権
利
義
務
が
あ
る
こ
と
の
主
張
立
証
責
任
は
当
事
者
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
六
）
49
（

条
）。
従
っ
て
、
処
分
権
主
義
や
弁
論
主
義
は
ベ
ト
ナ
ム

に
お
い
て
も
当
事
者
に
認
め
ら
れ
た
権
利
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
職
権
主
義
的
な
訴
訟
指
揮
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘

も
あ
）
50
（

る
。

　

事
例
一
に
お
い
て
、
監
督
審
判
決
は
、
条
件
付
き
贈
与
契
約
の
成
立
を
否
定
し
つ
つ
も
、
Ｘ
を
保
護
す
る
た
め
に
、
当
事
者
が
主
張
し

て
い
な
い
高
齢
者
法
や
婚
姻
家
族
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
親
族
の
尊
属
に
対
す
る
敬
愛
・
扶
養
義
務
を
根
拠
に
、
Ｙ
に
対
し
て
扶
養
義

務
を
課
し
、
Ｘ
ら
の
保
護
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
高
齢
者
法
等
に
基
づ
く
敬
愛
・
扶
養
義
務
を
根
拠
に
し
た
Ｙ
の
扶
養
義
務
は
、
Ｘ
ら

の
主
張
に
は
な
く
、
監
督
審
裁
判
所
が
職
権
的
に
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
裁
判
所
の
訴
訟
指
揮
に
対
し
て
は
、
当
事
者

に
と
っ
て
不
意
打
ち
で
あ
り
、
処
分
権
主
義
や
弁
論
主
義
に
反
し
て
い
る
と
い
う
否
定
的
な
見
解
も
み
ら
れ
）
51
（

る
。
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
、

事
例
一
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
当
事
者
間
の
法
的
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
積
極
的
に
介
入
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。

　

条
件
付
き
贈
与
契
約
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
っ
て
も
、
異
な
る
契
約
の
解
釈
方
法
（
形
式
的
に
意
思
解
釈
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
実

質
的
に
意
思
解
釈
を
行
う
か
）
お
よ
び
紛
争
解
決
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
後
見
的
な
立
場
で
解
決
を
す
る
か
、
積
極
的
に
介
入
を
す
る
か
）
が
観

察
さ
れ
た
。

　

契
約
の
解
釈
方
法
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
二
八
日
決
定
二
九
九
／
Ｑ
Ｄ
‐
Ｃ
Ａ
に
よ
り
、
事
例
二
が
判
例
と
な
っ
）
52
（

た
。
判

例
に
は
、
先
例
拘
束
性
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
）
53
（

る
。
従
っ
て
、
今
後
ベ
ト
ナ
ム
の
法
実
務
は
、
契
約
の
意
思
解
釈
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
、

事
例
二
で
示
さ
れ
た
判
断
基
準
に
従
い
、
当
事
者
間
の
意
思
の
尊
重
を
大
前
提
に
、
そ
の
意
思
解
釈
は
、
単
に
契
約
書
に
表
れ
た
文
言
の
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み
に
よ
ら
ず
、
契
約
に
至
る
ま
で
の
交
渉
や
関
連
書
類
な
ど
を
根
拠
に
、
当
事
者
が
い
か
な
る
内
容
の
契
約
を
締
結
し
た
の
か
、
実
質
的

に
そ
の
意
思
を
探
求
し
て
い
く
と
い
う
方
向
に
展
開
し
て
い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
、
当
事
者
間
の
意
思
を
重
視
す
る
と
い

う
契
約
解
釈
の
姿
勢
は
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
が
掲
げ
る
契
約
自
由
の
原
則
を
徹
底
す
る
の
み
な
ら
ず
、
民
事
契
約
の
解
釈
に
つ
い
て
定

め
た
四
〇
九
条
第
一
項
の
「
契
約
の
中
に
明
確
で
な
い
項
目
が
あ
る
場
合
、
契
約
の
言
葉
だ
け
で
な
く
、
各
当
事
者
の
共
通
意
思
に
依
拠

し
て
そ
の
条
項
を
解
釈
す
る
」
と
い
う
法
規
定
に
も
合
致
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
民
事
上
の
法
的
紛
争
の
解
決
に
当
た
っ
て
、
裁
判
所
に
よ
る
介
入
が
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち

当
事
者
間
の
私
的
自
治
に
対
し
て
、
国
家
が
ど
こ
ま
で
入
り
込
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
態
度
は

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
事
例
一
に
お
い
て
、
監
督
審
判
決
が
、
条
件
付
き
贈
与
契
約
を
否
定
し
、
そ
の
上
で
高
齢
者

法
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る
敬
愛
・
扶
養
義
務
を
根
拠
に
Ｙ
へ
Ｘ
ら
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
課
し
た
部
分
は
、
判
例
候
補
と
す
べ
き
で
あ
る

と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
四
〇
九
条
八
項
に
お
い
て
、「
強
い
立
場
の
当
事
者
が
、
契

約
の
中
に
弱
い
立
場
の
当
事
者
に
不
利
な
内
容
を
取
り
入
れ
る
場
合
、
契
約
解
釈
の
際
、
弱
い
立
場
の
当
事
者
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
方

向
で
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
を
設
け
て
い
る
。
本
規
定
の
趣
旨
が
、
社
会
主
義
的
な
国
家
に
よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
を
正
当
化
す
る
趣
旨
）
54
（

か
、
そ
れ
と
も
消
費
者
保
護
法
に
お
け
る
条
項
使
用
者
不
利
の
原
則
に
根
拠
を
置
く
の
）
55
（

か
、
判
然

と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
条
項
は
、
契
約
解
釈
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
た
め
、
事
例
一
の
よ
う
に
、
裁
判
所
が
職
権
的
に
主
張
を

追
加
し
、
当
事
者
の
一
方
に
対
し
て
法
的
義
務
を
課
す
こ
と
を
肯
定
す
る
直
接
的
な
法
的
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
規
定
の
趣

旨
を
社
会
主
義
国
家
的
な
平
等
の
実
現
に
あ
る
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
裁
判
所
が
、
弱
い
立
場
に
あ
る
Ｘ
を
保

護
す
る
た
め
に
、
Ｘ
に
有
利
に
な
る
よ
う
訴
訟
に
お
い
て
積
極
的
に
介
入
し
て
も
良
い
と
判
断
し
た
と
い
う
解
釈
も
あ
り
得
よ
う
。

　

ま
た
、
事
実
そ
の
も
の
の
相
違
と
し
て
、
事
例
二
で
は
、
Ｘ
Ｙ
間
の
合
意
、
す
な
わ
ち
私
的
自
治
を
尊
重
し
た
と
し
て
も
、
Ｘ
が
そ
れ

ほ
ど
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
条
件
付
き
贈
与
契
約
で
あ



ベトナムにおけるドイモイの進展と二〇〇五年民法典の制定

21

る
以
上
、
仮
に
Ｘ
の
定
め
た
条
件
が
実
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
Ｘ
は
Ｙ
ら
に
対
し
て
、
土
地
の
返
還
請
求
を
求
め
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

以
上
、
条
件
付
き
贈
与
契
約
に
関
す
る
二
つ
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
事
例
二
が
判
例
と
な
っ
た
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
契

約
の
意
思
解
釈
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
合
意
し
た
意
思
、
す
な
わ
ち
私
的
自
治
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
と
い
う
裁
判
所
の
姿
勢
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
認
定
は
契
約
書
以
外
の
事
実
を
も
基
礎
に
し
て
、
当
事
者
の
契
約
締
結
時
の
意
思
を
探
求
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
ま
で
保
護
さ
れ
る
の
か
、
裁
判
所
が
ど
こ
ま
で
介
入
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
依
然
不
明
確
な
点
が
残
っ
て
お
り
、
引
き
続
き
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

四　

二
〇
〇
五
年
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
制
定
の
意
義
と
そ
の
限
界

　

一
九
九
五
年
民
法
典
が
制
定
さ
れ
た
後
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
ベ
ト
ナ
ム
は
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
工
業
化
・
近
代
化
を
長

期
目
標
と
し
て
掲
げ
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
な
ど
国
際
経
済
へ
の
参
入
も
国
家
目
標
と
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
政
治
的
・
経
済
目
的
を
実
現

す
る
た
め
に
は
、
市
場
取
引
を
更
に
活
性
化
さ
せ
、
経
済
成
長
を
加
速
さ
せ
る
と
共
に
、
国
際
社
会
か
ら
信
頼
さ
れ
る
市
場
の
構
築
が
不

可
欠
と
な
っ
た
。
第
九
回
党
大
会
か
ら
は
、「
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
」
と
い
う
文
言
が
登
場
し
、
二
〇
〇
一
年
憲
法
一
六
条
に
そ

の
旨
が
明
文
化
さ
れ
た
。
同
条
二
項
は
、
全
て
の
経
済
セ
ク
タ
ー
（
こ
こ
に
は
、
国
営
、
民
営
、
外
国
人
投
資
家
も
含
ま
れ
る
）
は
、
社
会
主

義
志
向
の
市
場
経
済
の
構
成
要
素
と
さ
れ
、
同
条
三
項
は
、
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
を
活
発
化
、
効
率
化
す
る
環
境
の
整
備
が
、
国

家
の
役
割
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
二
㈡
で
確
認
し
た
と
お
り
、
市
場
取
引
が
経
済
発
展
に
寄
与
す
る
面
を
積
極
的
に
評
価
し
、
社
会

主
義
志
向
の
市
場
経
済
の
深
化
を
核
と
し
た
、
経
済
政
策
の
推
進
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
政
治
お
よ
び
経
済
の
変
化
は
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
制
定
に
大
き
く
影
響
し
た
。
二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、
一
九
九
五



法学政治学論究　第122号（2019.9）

22

年
民
法
典
が
抱
え
て
い
た
市
場
取
引
に
対
す
る
様
々
な
制
約
を
撤
廃
し
、
国
家
が
目
指
す
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
の
構
築
を
牽
引
す

る
役
割
を
果
た
す
べ
く
制
定
さ
れ
た
。

　

二
〇
〇
五
年
民
法
典
制
定
以
前
は
、
各
経
済
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
契
約
は
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
主
義
法
の
解
釈
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
独

自
の
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
い
う
理
解
を
基
礎
に
、
民
法
典
、
経
済
契
約
法
、
商
法
に
お
け
る
契
約
と
い
う
形
に
三
元
化
し
た
。

こ
の
よ
う
な
三
元
構
造
は
、
取
引
社
会
や
法
実
務
に
対
し
て
弊
害
を
も
た
ら
し
、
時
に
は
裁
判
所
に
紛
争
解
決
を
求
め
て
も
、
管
轄
権
を

否
定
さ
れ
、
当
事
者
は
法
的
な
救
済
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
事
態
を
招
い
て
い
た
と
い
う
点
は
先
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
〇

五
年
民
法
典
は
、
自
ら
を
契
約
の
一
般
法
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
一
条
、
一
二
一
条
）、
三
元
構
造
が
引
き
起
こ
し
て
い
た
混
乱

を
収
束
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
従
来
経
済
契
約
お
よ
び
商
業
契
約
と
分
類
さ
れ
て
い
た
契
約
類
型
に
お
い
て
も
、
民
法
典
の
規
定
が
適
用
さ

れ
、
法
的
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
特
別
法
が
規
定
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
民
法
典
の
適
用
に
よ
る
救
済
が
得
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
不
明
瞭
だ
っ
た
適
用
法
令
の
関
係
性
に
つ
い
て
民
法
典
が
道
筋
を
示
し
た
こ
と
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に

お
い
て
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
に
対
し
て
、
契
約
に
関
す
る
法
的
紛
争
が
い
か
な
る
法
に
基
づ
き
解
決
さ
れ
る
の
か
予
見
可
能
性

を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
取
引
社
会
に
お
け
る
契
約
へ
の
信
頼
を
高
め
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

契
約
に
対
す
る
信
頼
の
向
上
は
、
私
的
自
治
の
拡
大
と
い
う
点
に
も
表
れ
て
い
る
。
一
九
九
五
年
民
法
典
は
、
法
律
が
許
容
す
る
範
囲

に
つ
い
て
の
み
契
約
の
自
由
を
保
障
し
て
い
た
（
七
条
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、
契
約
は
原
則
と
し
て
、
当
事
者

の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
し
た
（
四
条
・
契
約
自
由
の
原
則
）。
一
九
九
五
年
民
法
典
の
下
に
お
い
て
は
、
法
律
上
、
契
約
に
お
い
て

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
要
内
容
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
当
事
者
間
の
契
約
を
無
効
に
す
る
と
い
う
法
実
務
が

あ
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、
こ
う
し
た
法
実
務
の
弊
害
を
克
服
す
る
た
め
に
、
契
約
自
由
の
原
則
を
全
面
的
に
認
め
、
契
約
は
法

律
に
定
め
ら
れ
た
主
要
内
容
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
に
つ
い
て
定
め
た
一
九
九
五
年
民
法
典
四
〇
一
条
一
項
お
よ
び
二
項
を
削
除

し
た
。
契
約
の
自
由
を
巡
る
一
連
の
条
項
の
大
幅
な
見
直
し
は
、
契
約
を
締
結
す
る
当
事
者
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
課
さ
れ
て
い
た
負
担
を
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軽
減
し
、
当
事
者
の
主
体
性
・
自
律
性
、
す
な
わ
ち
私
的
自
治
の
尊
重
に
重
き
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　

私
的
自
治
の
尊
重
の
傾
向
は
、
三
㈢
で
検
討
を
加
え
た
通
り
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
当
事
者
の
契
約
に

お
け
る
意
思
解
釈
は
実
質
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
監
督
審
判
決
（
事
例
二
）
が
判
例
と
な
り
、
一
般
公
開
さ
れ
た
こ
と
は
大

き
な
意
義
を
有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
的
自
治
の
尊
重
を
条
文
上
抽
象
的
に
規
定
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
判
例
公
開
と
い
う
、
よ
り
具
体
的

な
形
で
表
明
を
し
た
こ
と
を
通
じ
て
、
当
事
者
は
自
分
達
が
締
結
し
た
契
約
は
法
的
に
保
護
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
持
つ
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
当
事
者
が
抱
く
期
待
は
契
約
へ
の
信
頼
お
よ
び
法
的
安
定
性
を
高
め
る
も
の
に
な
っ
た
と
評
価
で

き
る
。

　

加
え
て
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
が
所
有
権
の
登
記
を
必
要
と
し
な
い
動
産
を
無
権
利
者
か
ら
取
得
し
た
善
意
の
第
三
者
が
、
所
有
権
を

取
得
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
た
点
（
三
㈡
3
参
照
）
も
、
契
約
に
対
し
て
信
頼
を
高
め
る
要
素
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
ベ
ト
ナ
ム
が
標
榜
す
る
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
を
構
築
す
る
上
で
必
要
と
な
る
契
約
に
対
す
る
信
頼
の
向
上
に
は
、

な
お
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
契
約
、
す
な
わ
ち
取
引
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
契
約
の
相
手
方
に
所
有
権
が
あ
る
と
信
じ
、
取

引
を
締
結
し
た
善
意
の
第
三
者
を
保
護
し
、
取
引
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
契
約
自
由
を
認
め
、
私
的
自
治

を
拡
大
し
た
な
ら
ば
、
取
引
経
済
の
迅
速
性
や
円
滑
化
を
高
め
る
た
め
に
も
、
よ
り
一
層
善
意
の
第
三
者
保
護
の
要
請
が
高
ま
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
前
述
し
た
と
お
り
、
善
意
の
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る
場
合
を
認
め
た
も
の
の
、
限
定
的
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
真
の
所
有
者
の
動
産
返
還
請
求
権
が
二
五
七
条
の
反
対
解
釈
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
そ
の
反
射
効
と
し
て
善
意
の
第
三
者
は
、

有
効
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
契
約
に
基
づ
き
所
有
権
を
取
得
す
る
と
い
う
理
論
構
成
に
な
っ
て
い
る
（
一
三
八
条
一
項
）。
し
か
し
、
二
五

七
条
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
反
対
解
釈
は
、「
所
有
者
は
返
還
請
求
権
を
行
使
で
き
な
い
」
と
い
う
に
留
ま
っ
て
お
り
、
所
有
者
は
所
有
権

を
失
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
反
射
効
と
し
て
善
意
の
第
三
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と



法学政治学論究　第122号（2019.9）

24

の
疑
問
も
提
示
さ
れ
て
い
）
56
（

る
。
ま
た
、
一
九
九
五
年
民
法
典
か
ら
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
表
見
代
理
の
整
備
は
二
〇
〇
五
年
民
法
典

に
お
い
て
も
導
入
が
見
送
ら
れ
）
57
（

た
。
代
理
制
度
は
、
本
人
の
取
引
の
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
的
自
治
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ

る
。
代
理
に
基
づ
く
取
引
の
信
頼
と
法
的
安
定
性
を
高
め
る
た
め
に
も
、
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
た
善
意
の
第
三
者
を
保
護
す
る
表
見
代

理
規
定
の
設
置
は
、
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
契
約
に
お
け
る
私
的
自
治
が
ど
の
程
度
保
護
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
が
目
指
す
市
場
は
、
あ
く
ま
で
も
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
で
あ
り
、
社
会
主
義
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
。
ま
た
、
契
約
自

由
の
原
則
が
認
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
「
当
該
約
束
・
合
意
が
法
律
禁
則
、
社
会
道
徳
に
違
反
し
な
い
場
合
に
限
る
」
と
さ
れ
て

お
り
、
社
会
主
義
建
設
が
国
家
目
標
と
さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
契
約
自
由
の
原
則
は
社
会
主
義
に
よ
る
規
制
を
受
け
）
58
（

る
。
加
え

て
、
三
㈢
で
検
討
し
た
事
例
一
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
私
的
自
治
の
尊
重
に
関
し
て
重
大
な
問
題
提
起
を
投
げ
か
け
た
。
私
的
自
治
を

強
調
す
れ
ば
、
当
事
者
が
主
張
し
て
い
な
い
法
律
上
の
請
求
を
裁
判
所
が
職
権
的
に
追
加
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
事
例
一
の
判
決
に
お
い
て
監
督
審
裁
判
所
は
、
扶
養
義
務
を
親
族
に
課
す
こ
と
が
ベ
ト
ナ
ム
の
習
慣
や
社
会
道
徳
に
合
致
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
高
齢
者
法
や
婚
姻
家
族
法
が
規
定
す
る
親
族
等
が
負
う
扶
養
義
務
は
法
的
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
道
義
的
責

任
で
あ
る
と
し
、
社
会
道
徳
や
道
義
的
責
任
を
強
調
し
た
。
監
督
審
判
決
を
含
む
公
開
判
決
は
限
ら
れ
て
お
り
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
契

約
自
由
の
原
則
が
制
限
を
受
け
る
社
会
道
徳
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
そ
の
制
限
の
形
式
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
全
貌
を

知
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
事
例
一
の
監
督
審
判
決
は
、
社
会
道
徳
を
根
拠
と
し
た
私
的
自
治
の
制
限
が
、
国
家
が
あ
る
べ

き
と
考
え
る
社
会
秩
序
の
構
築
に
向
け
て
、
国
家
は
積
極
的
に
当
事
者
間
（
家
族
間
）
の
法
律
関
係
に
介
入
し
、
義
務
付
け
を
す
る
こ
と

が
法
実
務
上
あ
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
判
決
は
、
現
在
判
例
候
補
と
す
る
提
案
が
さ
れ
て
い
る
段
階
に
あ
り
、
こ
れ
が
類
似
す

る
法
律
問
題
の
解
決
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
判
例
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
判
決
が
判
例
に
選
定
さ
れ
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
私
的
自
治
の
尊
重
の
あ
り
方
と
そ
の
限
界
を
確
定
す
る
上
で
重
要
な
意
義
を
有
し
て
お



ベトナムにおけるドイモイの進展と二〇〇五年民法典の制定

25

り
、
引
き
続
き
動
向
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

五　

結　

語

　

本
稿
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
ベ
ト
ナ
ム
の
政
治
・
経
済
お
よ
び
法
の
関
係
に
つ
い
て
二
〇
〇
五
年
民
法
典
を
軸
に
し
て
考
察

し
た
。
そ
の
結
果
、
表
れ
て
き
た
の
は
社
会
主
義
を
志
向
す
る
市
場
経
済
の
名
の
下
に
、
市
場
取
引
を
活
発
化
さ
せ
、
そ
の
た
め
に
私
的

自
治
を
拡
大
し
、
取
引
の
信
頼
を
高
め
よ
う
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム
の
積
極
的
な
姿
勢
と
と
も
に
、
一
方
で
は
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
認
め
て
い
く

べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
揺
れ
動
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
の
改
正
は
、
市
場
取
引
に
対
し
て
信
頼
を
高
め
る

こ
と
を
通
じ
て
、
社
会
主
義
志
向
の
市
場
経
済
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
方
向
に
傾
い
た
。
し
か
し
、
市
場
経
済
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
は
、

ベ
ト
ナ
ム
の
建
国
以
来
の
目
標
で
あ
る
社
会
主
義
国
家
樹
立
と
ベ
ト
ナ
ム
が
尊
重
す
る
社
会
道
徳
と
常
に
両
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

う
し
た
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
関
係
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
事
例
一
の
監
督
審
判
決
が
、
判
例
候
補
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
状
況
に
端
的

に
表
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、
そ
の
後
改
訂
作
業
に
付
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
に
新
た
な
民
法
典
が
成
立
し
た
（
以
下
、
二
〇
一
五
年
民
法
典
と

い
う
）。
二
〇
一
五
年
民
法
典
の
制
定
作
業
で
は
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
に
関
す
る
一
〇
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
善
意
の

第
三
者
に
よ
る
即
時
取
得
の
明
確
化
お
よ
び
契
約
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
の
第
三
者
保
護
の
規
定
の
創
設
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
59
（

る
。
そ
れ
ら

は
、
契
約
に
対
す
る
信
頼
保
護
を
強
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
私
的
自
治
の
一
層
の
拡
大
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
善
意
の
第
三

者
の
保
護
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ベ
ト
ナ
ム
が
重
視
し
て
き
た
真
の
所
有
者
の
権
利
保
護
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
こ
と
を

さ
ら
に
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
が
導
い
た
回
答
に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
検
討
課
題
と
す

る
。
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oa Chu N
ghia Xa H

oi V
iet N

am
 N

am
 1992 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-m

ay-hanh-
chinh/H

ien-phap-1992-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-V
iet-nam

-38238.aspx

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
五
月
一
四
日
）。

（
19
）  

前
掲
注
（
15
）
坂
田
六
〇
頁
。
前
掲
注
（
8
）「
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
第
八
回
大
会
政
治
報
告
（
抄
訳
）
上
」
七
一
頁
。

（
20
）  

前
掲
注
（
15
）
坂
田
六
〇
頁
。
前
掲
注
（
8
）「
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
第
八
回
大
会
政
治
報
告
（
抄
訳
）
上
」
七
一
頁
。

（
21
）  

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
憲
法
（
仮
訳
）http://w

w
w.m

oj.go.jp/content/000110979.pdf

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
五
月
一
四
日
）。

（
22
）  Chin Phu N

uoc Cong H
oa Xa H

oi Chu N
ghia V

iet N
am

, supra note 17. 

前
掲
注
（
15
）
坂
田
六
〇
頁
。

（
23
）  

前
掲
注
（
15
）
坂
田
六
〇
‐
六
一
頁
。

（
24
）  

前
掲
注
（
15
）
坂
田
六
一
頁
。

（
25
）  

前
掲
注
（
8
）「
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
第
八
回
大
会
政
治
報
告
（
抄
訳
）
上
」
七
一
頁
。
竹
内
郁
雄
「
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
第
八
回
大
会
と
新
経
済

開
発
戦
略
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
三
八
巻
八
号
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
（
一
九
九
七
）
一
八
頁
。

（
26
）  Chin Phu N

uoc Cong H
oa Xa H

oi Chu N
ghia V

iet N
am

, supra note 17.

（
27
）  D

inh Trung Tung 

﹇Chu bien

﹈ Binh Luan N
hung N

oi D
ung M

oi Cua Bo Luat D
an Su N

am
 2005 N

ha Xuat Ban Tu Phap 

（2005

） p. 9.

（
28
）  

金
子
由
芳
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
契
約
法
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
」『
広
島
法
学
』
二
二
巻
二
号
（
一
九
九
八
）
八
〇
‐
八
七
頁
、
武
藤
司
郎
「
ベ
ト

ナ
ム
に
お
け
る
法
の
受
容
と
展
開
『
ジ
ュ
リ
ス
コ
ン
サ
ル
タ
ス
』
一
〇
号
関
東
学
院
大
学
法
学
研
究
所
（
二
〇
〇
一
）
六
一
‐
六
二
頁
。

（
29
）  

経
済
契
約
と
民
事
契
約
の
峻
別
論
を
巡
る
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
始
め
に
か
け
て
の
ベ
ト
ナ
ム
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
武
藤
司

郎
『
ベ
ト
ナ
ム
司
法
省
駐
在
記
』
信
山
社
（
二
〇
〇
二
）
一
五
六
‐
一
五
九
頁
に
詳
し
い
。
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（
30
）  D

inh, supra note 27 p. 16.

（
31
）  

四
〇
一
条
一
項
「
民
事
契
約
の
主
要
内
容
と
は
、
そ
の
項
目
が
な
い
と
、
契
約
が
締
結
で
き
な
い
項
目
の
こ
と
で
あ
る
。
民
事
契
約
の
主
要
内

容
は
法
律
で
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
法
律
で
規
定
さ
れ
な
い
場
合
、
各
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」。

（
32
）  D

inh, supra note 27 pp. 178 -179.
（
33
）  D

inh, supra note 27 p. 13.

（
34
）  
森
嶌
昭
夫
「
ベ
ト
ナ
ム
民
法
典
改
正
と
日
本
の
法
整
備
支
援
」『ICD

 N
EW

S

』
二
七
号
法
務
省
（
二
〇
〇
六
）
一
八
‐
一
九
頁
。

（
35
）  

新
美
育
文
「
ベ
ト
ナ
ム
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
経
験
（
3
）」『
時
の
法
令
』
一
七
三
三
号
雅
粒
社
（
二
〇
〇
五
）
四
七
‐
四
八
頁
。

（
36
）  

内
田
勝
一
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
法
改
正
共
同
研
究
の
現
状
と
課
題
」
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
編
『
比
較
法
研
究
の
新
段
階
：
法
の
継
受
と
移

植
の
理
論
』
早
稲
田
大
学
（
二
〇
〇
三
）
一
五
〇
‐
一
五
一
頁
。

（
37
）  D

inh, supra note 27 p. 13, p. 183.

（
38
）  D

inh, supra note 27 p. 11.

（
39
）  D

inh, supra note 27 p. 12.

（
40
）  D

inh, supra note 27 p. 17.

（
41
）  

商
法
の
日
本
語
訳
は
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
（
Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
）
が
提
供
し
て
い
る
。https://w

w
w.jica.go.jp/project/

vietnam
/021/legal/ku57pq00001j1w

zj-att/legal_21.pdf （
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
五
月
一
五
日
）。

（
42
）  D

inh, supra note 27 pp. 178 -179.

（
43
）  

も
っ
と
も
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
一
三
七
条
二
項
は
他
の
法
令
が
没
収
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
場
合
、
そ
れ
を
妨
げ
な
い
。

（
44
）  

民
事
訴
訟
法
（
二
〇
一
五
年
改
正
）
は
、「
民
法
〔
二
〇
一
五
年
改
正
〕
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
、
本
条
第
一
項
、
二
項
に
定
め
る
慣
習
、

同
様
の
法
令
が
適
用
で
き
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
民
事
法
令
の
基
本
原
則
、
判
例
、
条
理
を
適
用
し
、
民
事
訴
訟
・
非
訟
事
件
を
解
決
す
る
旨
を

定
め
、
判
例
制
度
の
導
入
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
八
日
に
、
ベ
ト
ナ
ム
最
高
人
民
裁
判
所
評
議
会
は
、
判
例
の

選
定
・
公
布
・
適
用
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
議
決
を
公
布
し
、
判
例
の
選
定
が
開
始
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
の
判
例
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で

は
詳
細
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
伏
原
宏
太
＝
ブ
イ
・
テ
ィ
・
ホ
ン
・
ズ
オ
ン
「
第
一
回
ベ
ト
ナ
ム
「
判
例
」
制
度
」『
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六

三
巻
三
号
日
本
商
事
仲
裁
（
二
〇
一
六
）
三
二
‐
三
三
頁
お
よ
び
「
第
二
回
ベ
ト
ナ
ム
「
判
例
」
制
度
」『
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六
三
巻
四
号

日
本
商
事
仲
裁
（
二
〇
一
六
）
五
八
‐
六
〇
頁
に
詳
し
い
。
な
お
、
二
〇
一
五
年
民
事
訴
訟
法
の
日
本
語
訳
は
法
務
省
訳http://w

w
w.m

oj.
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go.jp/content/001212572.pdf

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
五
月
一
五
日
）
を
参
照
し
た
。

（
45
）  Toa An N

han D
an Toi Cao, 

“Trang Tin D
ien Tu Ve An Le

” https://w
w
w.toaan.gov.vn/w

ebcenter/portal/anlenew
/hom

e 

（
最

終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
五
月
一
五
日
）。

（
46
）  Toa An N

han D
an Toi Cao, 

“Quyen D
inh G

iam
 D

oc Tham
 So 12/2012/D

S-G
D
T

”, https://w
w
w.toaan.gov.vn/w

ebcenter/
portal/anlenew

/chitietnguonanle?dD
ocN

am
e=TAN

D
014757 

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
五
月
八
日
）。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

（
44
）
伏
原
＝
ブ
イ
「
第
一
五
回
ベ
ト
ナ
ム
「
判
例
」
制
度
」『
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六
四
巻
五
号
日
本
商
事
仲
裁
（
二
〇
一
七
）
五
六
‐
五
八

頁
に
解
説
が
あ
る
。

（
47
）  

ベ
ト
ナ
ム
の
民
事
訴
訟
法
は
二
審
制
を
採
用
し
て
お
り
（
一
七
条
）、
当
事
者
が
最
高
人
民
裁
判
所
（
日
本
の
最
高
裁
判
所
に
相
当
す
る
）
に

対
し
て
、
更
に
不
服
申
立
て
を
す
る
場
合
、
監
督
審
と
い
う
手
続
を
経
る
必
要
が
あ
る
が
、
監
督
審
に
対
す
る
異
議
申
立
権
を
有
す
る
の
は
、
最

高
人
民
裁
判
所
の
長
官
お
よ
び
最
高
人
民
検
察
院
の
長
官
で
あ
る
（
二
八
五
条
一
項
）。
ベ
ト
ナ
ム
民
事
訴
訟
法
（
二
〇
〇
五
年
）
の
日
本
語
訳

は
法
務
省
訳https://w

w
w.jica.go.jp/project/vietnam

/021/legal/ku57pq00001j1w
zj-att/legal_24.pdf 

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
五
月

一
五
日
）
を
参
照
し
た
。

（
48
）  Toa An N

han D
an Toi Cao, So 14/2017/AL, https://w

w
w.toaan.gov.vn/w

ebcenter/portal/anlenew
/chitietanle?dD

ocN
am

e= 
TAN

D
014323 （

最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
五
月
八
日
）。

（
49
）  

丸
山
毅
「
ベ
ト
ナ
ム
民
事
訴
訟
法
の
今
後
の
課
題
」『ICD

 N
EW

S

』
二
六
号
法
務
省
（
二
〇
〇
六
）
二
頁
。

（
50
）  

も
っ
と
も
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
民
事
事
件
の
傍
聴
調
査
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
に
よ
る
糾
問
主
義
的
な
訴
訟
指
揮
が

観
察
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
金
子
由
芳
「
ベ
ト
ナ
ム
民
事
訴
訟
の
改
革
と
動
態

―
日
本
の
法
整
備
支
援
を
巡
る
一
考
察

―
」『
神
戸
法
学
雑

誌
』
五
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
）
二
八
六
‐
二
八
一
頁
。

（
51
）  

前
掲
（
46
）
伏
原
＝
ブ
イ
「
第
一
五
回
ベ
ト
ナ
ム
「
判
例
」
制
度
」
五
八
頁
。

（
52
）  Tap Chi Toa An N

han Dan Dien Tu, 

“Quyet dinh so 299/Q
D-CA ngay 28 thang 12 nam

 2017

”, https://tapchitoaan.vn/bai-viet/ 
an-le/quyet-dinh-so-299-qd-ca-ngay-28-thang-12-nam

-2017 
（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
五
月
八
日
）。
ベ
ト
ナ
ム
の
判
例
制
度
に
つ
い

て
は
、
前
掲
注
（
44
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
53
）  

前
掲
注
（
44
）
伏
原
＝
ブ
イ
「
第
一
回
ベ
ト
ナ
ム
「
判
例
」
制
度
」
三
四
頁
。

（
54
）  

一
九
九
五
年
民
法
典
は
、
一
三
五
条
二
項
第
二
文
に
お
い
て
、「
経
済
力
の
強
い
当
事
者
が
、
経
済
力
の
弱
い
当
事
者
に
不
利
な
内
容
を
民
事
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取
引
に
入
れ
た
場
合
、
民
事
取
引
を
解
釈
す
る
と
き
、
経
済
力
の
弱
い
当
事
者
に
有
利
な
傾
向
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
国
家

に
よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
を
通
じ
て
、
当
事
者
間
の
公
平
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
は
、
本
条

を
削
除
し
、
二
〇
〇
五
年
民
法
典
四
〇
九
条
と
な
っ
た
。

（
55
）  
二
〇
〇
五
年
民
法
典
四
〇
九
条
は
、
二
〇
一
五
年
に
改
正
さ
れ
、
四
〇
四
条
六
項
と
な
っ
た
。
同
条
同
項
は
「
起
案
者
が
契
約
を
相
手
方
当
事

者
に
不
利
な
内
容
に
導
い
た
場
合
，
契
約
を
解
釈
す
る
と
き
は
，
相
手
方
当
事
者
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て

お
り
、
条
項
使
用
者
不
利
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

（
56
）  

桜
木
和
代
「
ベ
ト
ナ
ム
民
法

―
取
引
の
安
全
の
側
面
か
ら
見
た
日
本
民
法
と
の
比
較

―
」『
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
五
七
巻
五
号
日
本
商

事
仲
裁
（
二
〇
一
〇
）
一
一
頁
。

（
57
）  

前
掲
注
（
56
）
桜
木
一
二
頁
。

（
58
）  D

inh, supra note 27 p. 19, p. 177. 

（
59
）  

“Vietnam

’s D
raft Civil Code: 10 D

ebatable Issues

” Vietnam
 Law and Legal Forum

, January and February 2015 pp. 41 -43.



ベトナムにおけるドイモイの進展と二〇〇五年民法典の制定

31

深
沢　

瞳
（
ふ
か
さ
わ　

ひ
と
み
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

 

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
法
研
究
所
（
Ｋ
Ｅ
Ｉ
Ｇ
Ｌ
Ａ
Ｄ
）

研
究
員

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
修
了
（
法
務
博
士
）

専
攻
領
域　
　

民
法
・
開
発
法
学

主
要
著
作　
　

 From
 Law

 Class Room
s in Asian U

niversities, in KEIG
LAD

 

﹇ed.

﹈ H
ow 

Civil Law is Taught in A
sian U

niversities, Keio U
niversity Press 

（2019

）, 
pp. 313 -329.

　
　
　
　
　
　

 「
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
ド
イ
モ
イ
の
展
開
と
一
九
九
五
年
民
法
典
の
成
立
」『
法
学

政
治
学
論
究
』
第
一
二
〇
号
（
二
〇
一
九
年
）


